
都市計画法（以下「法」という。）第２１条第２項の規定において準用する法第１９条第

１項の規定により、京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）道路の変更に係る都

市計画の案を作成したので、法第２１条第２項の規定において準用する法第１７条第１項

の規定により次のとおり公告し、当該案を縦覧に供します。 

 なお、法第２１条第２項の規定において準用する法第１７条第２項の規定により、当該

都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに京都市に意見書を提出することができま

す。 

令和８年２月１０日 

京都市長  松 井 孝 治 

１  道路の名称 

（１）変更する道路 

３・５・１３０号宝池通 

３・５・１３５号大原通 

３・３・１８４号鴨川東岸線 

３・６・１５２号新町通 

３・６・１６３号御前通 

３・４・１８０号八条通 

７・７・１０３号近鉄東側道 

７・５・１０５号万寿寺通 

３・５・１０１号桂駅東通 

３・５・１１６号山陰街道 

３・３・１２８号久世北茶屋線 

３・３・１２９号御池通 

３・３・１１号淀駅前線 

３・６・１０７号下海印寺納所線 

３・４・１１４号横大路公園通 

３・４・１４５号竹田久我線 

７・７・１１１号淀駅南側道線 

３・４・１７６号岩倉線（３・４・１７６号上高野岩倉線） 

３・３・１４０号久世梅津太秦線（３・３・１４０号久世梅津北野線） 



３・６・１５９号嵯峨野線（３・６・１５９号高辻通） 

３・４・１０２号三栖横大路線（３・４・１０２号三栖淀線） 

３・４・１８６号師団街道（３・４・１３７号師団街道大和街道） 

３・４・１８７号国道２４号線（３・４・１３７号師団街道大和街道） 

３・３・１８８号東山国道（Ⅰ・Ⅲ・３６号東山国道） 

３・３・１８９号国道９号線（Ⅰ・Ⅲ・１１号国道９号線） 

３・６・１９０号葛野中通（Ⅱ・３・５６号葛野中通） 

３・６・１９１号高野川東岸線（Ⅱ・Ⅲ・１４号髙野川東岸線） 

３・６・１９２号上賀茂線（Ⅱ・Ⅲ・６１号京都貴船線） 

３・５・１９３号幡枝静市線（Ⅱ・Ⅲ・１１４号幡枝葵森線） 

３・５・１９４号岩倉中通（Ⅱ・Ⅲ・１１６号岩倉中通） 

３・２・１９５号押小路通（Ⅰ・Ⅱ・１号押小路通） 

３・６・１９６号六条通（Ⅱ・Ⅲ・１０３号六条通） 

３・４・１３３号梅津太秦線 

３・４・２０１号梅津太秦線（３・４・１３３号梅津太秦線） 

３・４・１６１号西小路通 

３・６・１９７号西小路通（３・４・１６１号西小路通） 

３・２・２１０号伏見向日町線（Ⅰ・Ⅱ・３号伏見向日町線） 

３・４・１９８号丸太町通（Ⅱ・Ⅰ・６号丸太町通） 

３・６・１９９号馬代通（Ⅱ・Ⅲ・３２号馬代通） 

３・６・２００号嵐山樫原線（Ⅱ・Ⅲ・７８号嵐山樫原線） 

３・３・２０４号伏見大手筋線（Ⅰ・Ⅲ・４４号伏見大手筋線） 

３・３・２０９号羽束師墨染線（Ⅰ・Ⅲ・４５号羽束師墨染線） 

３・３・２０２号吉祥院下鳥羽線（Ⅰ・Ⅲ・４８号吉祥院下鳥羽線） 

３・３・２０７号師団街道（Ⅱ・Ⅱ・１３号師団街道） 

３・３・２０８号小栗栖石田線（Ⅱ・Ⅱ・２９号桃山石田線） 

３・５・２０３号勧修寺醍醐線（Ⅱ・Ⅲ・６６号深草大津線） 

３・６・２０５号丹後橋通（Ⅱ・Ⅲ・６７号丹後橋通） 

３・５・２０６号大石道（Ⅱ・Ⅲ・１２０号大石道） 

  



（２）廃止する道路 

３・３・１４３号賀茂川小山線 

Ⅰ・Ⅲ・９号三条通 

Ⅰ・Ⅲ・４３号南禅寺道 

３・６・１２０号木辻通 

３・６・１６７号嵯峨中通 

３・６・１６９号嵯峨嵐山駅南通 

Ⅱ・Ⅲ・１１８号府道太秦上桂線 

Ⅱ・Ⅱ・１４号伏見新町通 

Ⅱ・Ⅲ・６３号日ノ岡西野山線 

２ 都市計画を定める土地の区域 

（１）変更する部分 

   伏見区納所町、淀池上町及び淀本町の各一部 

（２）廃止する部分 

北区上賀茂葵田町、上賀茂葵之森町、上賀茂朝露ケ原町、上賀茂池殿町、上賀茂壱

町口町、上賀茂馬ノ目町、上賀茂神山、上賀茂坂口町、上賀茂菖蒲園町、上賀茂中大

路町、上賀茂東上之段町、上賀茂東後藤町、上賀茂備後田町、上賀茂御薗口町、上賀

茂本山、北野上白梅町、北野下白梅町、北野西白梅町、小松原南町、小山上内河原町、

小山北玄以町、小山下内河原町、小山東玄以町、小山東元町、小山南大野町、大将軍

坂田町、等持院北町、等持院中町、等持院西町、等持院東町、等持院南町及び紫野東

御所田町の各一部 

左京区粟田口鳥居町、岩倉大鷺町、岩倉下在地町、岩倉忠在地町、岩倉中町、岩倉

花園町、岩倉三宅町、永観堂西町、岡崎東天王町、岡崎法勝寺町、上高野大湯手町、

上高野小野町、上高野尾保地町、上高野北川原町、上高野車地町、上高野薩田町、上

高野三反田町、鹿ケ谷高岸町、静市市原町、田中下柳町、田中関田町、田中馬場町、

南禅寺草川町、南禅寺下河原町及び南禅寺福地町の各一部 

中京区西ノ京右馬寮町、西ノ京小倉町、西ノ京職司町、西ノ京銅駝町、西ノ京栂尾

町、西ノ京東月光町、西ノ京東栂尾町、西ノ京船塚町、西ノ京北聖町、西ノ京冷泉町、

壬生天池町及び壬生朱雀町の各一部 

山科区川田欠ノ上、川田前畑町、川田南畑町、勧修寺北大日町、勧修寺下ノ茶屋町、



勧修寺仁王堂町、勧修寺本堂山町、勧修寺南大日町、勧修寺南大日、勧修寺南谷町、

北花山河原町、北花山六反田町、北花山中道町、北花山横田町、厨子奥長通、西野楳

本町、西野山欠ノ上町、西野山中臣町、西野山中畑町、西野山南畑町、東野竹田、日

ノ岡ホッパラ町、御陵岡町、御陵岡ノ西町及び御陵鴨戸町の各一部 

下京区中堂寺坊城町、中堂寺壬生川町、中堂寺命婦町及び本塩竃町の各一部 

南区上鳥羽塔ノ森上河原、上鳥羽塔ノ森下河原、上鳥羽塔ノ森洲崎町、上鳥羽塔ノ

森柳原、吉祥院石原京道町、吉祥院石原西町、吉祥院石原野上町、吉祥院石原開町、

吉祥院嶋樫山町、吉祥院嶋川原田町、西九条池ノ内町、西九条島町及び西九条藤ノ木

町の各一部 

右京区太秦青木ケ原町、太秦青木元町、太秦荒木町、太秦石垣町、太秦面影町、太

秦上ノ段町、太秦唐渡町、太秦椙ケ本町、太秦朱雀町、太秦棚森町、太秦多藪町、太

秦西蜂岡町、太秦樋ノ内町、太秦堀ケ内町、宇多野御池町、宇多野柴橋町、宇多野長

尾町、宇多野福王子町、宇多野法安寺町、梅津段町、梅津中倉町、梅津フケノ川町、

梅津罧原町、梅津前田町、御室岡ノ裾町、御室小松野町、御室芝橋町、御室竪町、西

院追分町、西院太田町、西院久田町、西院久保田町、西院清水町、嵯峨伊勢ノ上町、

嵯峨釈迦堂門前裏柳町、嵯峨天龍寺今堀町、嵯峨天龍寺北造路町、嵯峨天龍寺車道町、

嵯峨天龍寺芒ノ馬場町、嵯峨天龍寺角倉町、嵯峨天龍寺瀬戸川町、嵯峨天龍寺立石町、

嵯峨天龍寺造路町、嵯峨天龍寺広道町、嵯峨天龍寺龍門町、嵯峨野内田町、嵯峨野高

田町、嵯峨野千代ノ道町、嵯峨野西ノ藤町、嵯峨野東田町、嵯峨野南浦町、嵯峨広沢

御所ノ内町、嵯峨広沢西裏町、谷口梅津間町、谷口円成寺町、谷口垣ノ内町、谷口園

町、常盤馬塚町、常盤段ノ上町、鳴滝桐ケ淵町、鳴滝嵯峨園町、鳴滝中道町、鳴滝瑞

穂町、西京極河原町裏町、西京極堤下町、西京極殿田町、西京極西向河原町、西京極

橋詰町、西京極東中島町、花園猪ノ毛町、花園円成寺町、花園木辻北町、花園木辻南

町、花園艮北町、花園鷹司町、花園巽南町、花園天授ケ岡町、花園藪ノ下町及び龍安

寺西ノ川町の各一部 

西京区嵐山朝月町、嵐山内田町、嵐山上海道町、嵐山谷ケ辻子町、嵐山中尾下町、

嵐山薬師下町、大枝西長町、大原野北春日町、大原野西境谷町一丁目、桂浅原町、桂

朝日町、桂春日町、桂御園、上桂大野町、上桂北村町、上桂西居町、上桂東居町、上

桂御正町、上桂宮ノ後町、上桂森上町、川島滑樋町、松尾木ノ曽町及び松尾鈴川町の

各一部 



伏見区石屋町、魚屋町、小栗栖小阪町、小栗栖石川町、小栗栖中山田町、小栗栖森

本町、鍛冶屋町、紙子屋町、北尼崎町、京町三丁目、京町四丁目、京町十丁目、京町

北七丁目、京町南八丁目、銀座町一丁目、久我石原町、久我本町、下板橋町、新町一

丁目、新町二丁目、新町三丁目、新町四丁目、新町五丁目、新町六丁目、新町七丁目、

新町八丁目、新町九丁目、新町十丁目、新町十一丁目、新町十二丁目、新町十三丁目、

新町十四丁目、墨染町、住吉町、丹後町、丹波橋町、津知橋町、中島河原田町、納屋

町、奈良屋町、西大手町、西桝屋町、納所下野、東大手町、東大文字町、平野町、深

草相深町、深草飯食町、深草一ノ坪町、深草稲荷鳥居前町、深草今在家町、深草馬谷

町、深草越後屋敷町、深草大亀谷五郎太町、深草大亀谷敦賀町、深草大亀谷西久宝寺

町、深草大亀谷東安信町、深草大亀谷東久宝寺町、深草大亀谷万帖敷町、深草大島屋

敷町、深草上横縄町、深草枯木町、深草北新町、深草鞍ケ谷、深草ケナサ町、深草佐

野屋敷町、深草柴田屋敷町、深草下高松町、深草下横縄町、深草十九軒町、深草神明

講谷町、深草直違橋二丁目、深草直違橋片町、深草直違橋北一丁目、深草直違橋南一

丁目、深草鈴塚町、深草ス丶ハキ町、深草砂子谷町、深草墨染町、深草谷口町、深草

塚本町、深草出羽屋敷町、深草東軸町、深草中ノ島町、深草秡川町、深草東伊達町、

深草藤森玄蕃町、深草向ケ原町、深草向畑町、深草森吉町、深草山村町、深草綿森町、

風呂屋町、伯耆町、桝形町、桃山井伊掃部西町、桃山井伊掃部東町、桃山紅雪町、桃

山町安芸山、桃山町大蔵、桃山町真斉、桃山町丹下、桃山町丹後、桃山町永井久太郎、

桃山町正宗、桃山筒井伊賀西町、桃山筒井伊賀東町、桃山長岡越中北町、桃山長岡越

中南町、桃山福島太夫西町、桃山最上町、鑓屋町、横大路下ノ坪、横大路神宮寺、横

大路松林、淀下津町、淀水垂町、両替町四丁目、両替町十丁目、両替町十一丁目、両

替町十四丁目、両替町十五丁目、両替町二丁目及び両替町三丁目の各一部 

３ 縦覧場所 

  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

  京都市都市計画局都市企画部都市計画課 

４ 縦覧期間 

  令和８年２月１０日から令和８年２月２６日まで 

（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日は除く。） 

５ 縦覧時間 

  午前８時４５分から午後５時３０分まで（ただし、正午から午後１時までは除く。） 



６ 意見書の提出 

（１） 提出方法 

当該都市計画の案について意見書を提出しようとする方は、住所、氏名及び都市計 

画の案についての意見をできるだけ具体的に記載した文書を、上記縦覧期間満了の 

日までに京都市都市計画局都市企画部都市計画課に直接持参又は郵送、ファックス 

若しくは電子メールによって提出してください。ただし、郵送による場合は、縦覧 

期間満了の日までの消印のあるものは有効です。 

（２） 提出先 

ア 持参又は郵送 

〒６０４－８５７１ 

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

京都市都市計画局都市企画部都市計画課 

イ ファックス 

０７５－２２２－３４７２ 

   ウ 電子メール 

     tokeika@city.kyoto.lg.jp 

７ 問合せ先 

  京都市都市計画局都市企画部都市計画課 

  電話番号 ０７５－２２２－３５０５ 

（都市計画局都市企画部都市計画課） 

mailto:tokeika@city.kyoto.lg.jp

